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(57)【要約】

【課題】  応答音声を聴かれたくない環境において無言

で電話応答を可能にする。

【解決手段】  電話会話において比較的多く用いられる

応答音声信号を記憶部３８に記憶しておき、マイクロホ

ン３１を遮断した状態で記憶部３８から前記応答音声を

読出して文字例として表示部２９に表示し、それをその

文字例を１つずつ選択するとその選択された表示文が音

声合成部３６で音声合成されてその合成信号が相手に送

信される。



【特許請求の範囲】

【請求項１】  電話機能手段と、

汎用応答文の音声信号が複数記憶された記憶部と、

音声信号を送信テキストに変換するテキスト変換部と、

上記変換された送信テキストを送信テキスト候補として

表示する表示部と、

上記表示された送信テキスト候補の１つの文を選択する

手段と、

選択された送信テキスト候補と対応する汎用応答文の音

声信号を相手に回答音声信号として送出する手段と、

を具備する通信端末。

【請求項２】  ＩＰパケットで受信された受話音声符号

に対する音声復号化手段と、

復号音声を再生する音声再生手段、もしくは復号音声を

認識してテキストに変換する音声認識手段と、

送信テキスト入力手段と、

送信テキストの表示手段と、

送信テキストを音声合成する音声合成手段と、

合成音声を符号化してＩＰパケットとして出力する音声

符号化手段と、

を具備する通信端末。

【請求項３】  ＩＰパケットで受信された受話音声符号

に対する音声復号化手段と、

復号音声を再生する音声再生手段、もしくは復号音声を

認識してテキストに変換する音声認識手段と、

予め送信テキストと対応する音声符号とを記録するメッ

セージ記憶手段と、

変換されたテキストと送信テキストの候補を表示する表

示手段と、

送信テキストの選択情報を入力する送信テキスト入力手

段と、

選択されたテキストに対応する音声符号をＩＰパケット

として出力する音声出力手段と、

を具備する通信端末。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】この発明は表示機能、電話機

能をもつ通信端末に関する。

【０００２】

【従来の技術】通常の電話機を利用する際に、通常はそ

の電話機で電話による会話を行うことができるが、その

電話機の存在する場所や状況によってはまったく声を出

すことができない場合がある。従来着信があった場合

に、電話機の存在する所へ行くことができず、応答する

ことができないときに、留守番応答や自動応答機能が使

われている。しかし、これは一方通行であって十分な通

信は達成できないという問題があった。また拡声電話の

場合、音響エコーキャンセラーが使用されているが、音

響エコーキャンセラーは比較的高価であり、しかも必ず

しも良好に動作しない場合がある。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】この発明の目的は、し

ゃべれない状態でも相手から電話音声を聞き取って、応

答することができ、また拡声通話の場合に、マイクロホ

ン入力を切断しても応答することができる通信端末を提

供することにある。

【０００４】

【課題を解決するための手段】この発明によれば電話機

能を備えた上に、更に記憶部に汎用的に用いられる短か

い応答音声を複数記憶しておき、これを送信テキスト候

補として表示部に表示し、その送信テキスト候補を選択

すると対応する音声信号が応答音声信号として相手方に

送信される。

【０００５】

【発明の実施の形態】以下この発明の実施の形態を図面

を参照して説明する。図１に示すようにこの発明による

通信端末１１は公衆電話網インターネット衛星通信網な

どの各種通信網１２を介して他の通信端末と接続通信で

きるものである。この通信端末の機能構成は図２に示す

ように、受信部２１で受信されたパケットは例えばＶｏ

ＩＰなどはパケット分解部２２で分解され、この図では

圧縮復号が圧縮復号部２３で行われ、その復号音声信号

スピーカ２４に供給される。あるいはスイッチ２５で切

換えられてイヤホン２６に供給される。更に音声認識部

２７で音声認識され、その認識された音声は、テキスト

変換部２８でテキストデータに変換され、表示部２９に

メッセージが文字表示される。

【０００６】マイクロホン３１に収音された音声信号

は、圧縮符号化部３２で圧縮符号化され、更にパケット

組立部３３でパケットとして送信部３４より送信され

る。またキーボード３５より入力された文字列は音声合

成部３６で音声合成され、その合成信号は圧縮符号化部

３２に供給される。スイッチ３７の切換えによりキーボ

ード３５より入力された文字列はパケット組立部３３へ

供給されてパケットとして出力される。記憶部３８には

電話応答（会話）に使われる各種汎用的な短かい文（送

信テキスト候補）が音声信号として、または文字符号と

して記憶部３８に記憶されている。この汎用文は制御部

３９を介する制御により読出されて、表示部２９に表示

することができる。これが音声信号として記憶されてい

る場合は、スイッチ部４１により切換えて圧縮復号部２

３で復号して文字認識部２７、テキスト変換部２８を通

じて、表示部２９に表示することができる。

【０００７】前記汎用文は例えば図３に示す通信端末１

１のケース前面に設けた表示面４３の表示部４４に一列

ずつ配列表示され、その左端のタッチスイッチで構成さ

れた文選択部４５を選択操作することにより汎用文（送

信テキスト候補）を選択し、その選択された汎用文が制

御部３９を介し、音声合成部３６へ供給されるようにす

ることができる。尚汎用文の例を図４に示す。この図に
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示すように各文ごとに例えば番号が付けられて汎用文識

別子が付けられ、この識別子が表示部の文選択部４５に

表示される。スイッチ４２によりマイクロホン３１より

の信号が圧縮符号化部３２へ供給されることを遮断する

ことができる。またスイッチ部４１の切換えによりパケ

ット分解部２２よりのパケット分解された圧縮音声信

号、あるいはテキスト情報を記憶部３８に記憶すること

ができる。またこの通信端末１１の動作モードとして、

電話モード、無言応答モード、留守電話モード等のモー

ドを選択できるように、例えば図３に示す表示部４４の

下部にモード選択部４６がタッチパネルで設けられる。

図に示してないが、通常の電話の発信、着信機能も備え

ている。

【０００８】このように構成されているため、モード選

択部４６で電話モードを選択すると、制御部３９の制御

によりスイッチ２５がスピーカ２４あるいはイヤホン２

６に接続され、スイッチ４２がオン状態になり、通常の

電話機として動作する。この際スイッチ部４１の制御に

より受信音声を記憶部３８に記憶することができる。会

議中の通話や周囲の人に応答音声を聞かれたくない場合

は、モード選択部４６を操作して無言モードを選択する

と、スイッチ２５が音声認識部２７に接続され、スイッ

チ３７が音声合成部３６に接続され、スイッチ部４１が

記憶部３８を圧縮復号部２３に接続し表示部２９に例え

ば図４に示した各種汎用文が表示され、この汎用文を文

選択部４５を選択操作すると、その選択された文が音声

信号に変換されて応答音声として送信される。汎用文が

多い時はその選択の為に画面表示を上下方向にスクロー

ルして、選択可能にすることもできる。汎用文に適当な

応答文がない場合は、キーボード３５を操作してその入

力した文字列を音声合成して応答音声として送信しても

よい。このキーボード入力した文字列は表示部２９に表

示されてその確認を行うことができる。

【０００９】この無言モードにおいて相手からの音声信

号が音声認識部２７に入力されるようにして、表示部２

９にテキスト表示するようにしてもよい。また相手通信

端末が音声合成部を備えている場合は、キーボード入力

した文字列を応答として送信してもよい。モード選択部

４６により留守電話モードを選択した場合は、通常の留

守番電話として機能する。この留守電話モードの際に記

憶部３８に記録された伝言メッセージを選択して再生す

ることができる。圧縮符号化はＶｏＩＰやデジタル携帯

電話で使用している技術を流用することができ、このよ

うにすればＶｏＩＰサービスや移動通信との対応ができ

る。例えばＶｏＩＰのデコーダをもった相手に対して

は、ＶｏＩＰ用の音声圧縮符号化で符号化した波形素片

を組み合わせて合成音声を作成し、圧縮符号のまま伝送

する。つまりこの音声合成部３６はいわゆる規則合成を

行うが、これに使用する波形素片を予め圧縮符号化した

ものを用意しておき、入力文字列に応じてこれら圧縮符

号化された波形素片を組み合わせる。その際、ＶｏＩＰ

のデコーダをもった相手に対しては、ＶｏＩＰ用の音声

圧縮符号化で符号化した波形素片を組み合わせて合成音

声を作成し、音声の定常的な部分は圧縮符号のまま伝送

し、音声の接続部分、過渡的な部分は波形素片の符号化

ビット列を復号して時間領域の合成音声を作り、その時

間波形の領域で、接続部分や過渡的な部分に対応した補

間や補正を行った上で、圧縮符号化を行って定常的な部

分も含めて全体に圧縮符号列として伝送する。この場合

は図２中に破線で示すように音声合成部３６からこの圧

縮符号列がパケット組立部３３へ直接供給される。

【００１０】尚音声を圧縮しないで、送受信するように

してもよい。またパケットによる送受信ではなく回線接

続による送受信としてもよい。相手がアナログ電話機の

場合はアナログ音声信号のまま送信する。つまり例えば

音声通信可能なパーソナルコンピュータをもつ相手、ア

ナログ電話機をもつ相手などの異なる機種の通信端末を

もつ複数の者との間で通話する時には、その相手の端末

に対応した信号形態で送信することができる。通信端末

１１で行う音声認識、音声合成、音声記録を通信網１２

に接続されたサーバ５１に代行させてもよい。汎用文の

候補は音声入力して、音声信号として記憶し、又はキー

ボード入力してテキスト情報として記憶していてもよ

い。キーボード入力した汎用文の候補を表示し、選択応

答する場合は選択した汎用文候補を音声合成して、その

合成信号を応答信号として送出する。

【００１１】

【発明の効果】以上述べたようにこの発明によれば会議

中の通話や、周囲の人に応答を聞かれない状態で通話を

することができる。またしゃべれない人も電話の応答が

できる。また音声会議の場合にマイクロホンの入力信号

を遮断するようにすれば、高価な反響消去装置やダブル

トーク装置を用いることなく、無言応答モードとするこ

とにより相手に割込むことができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】この発明の通信端末を用いた通信システムを簡

略に示す図。

【図２】この発明による通信端末の機能構成例を示す

図。

【図３】この発明の通信端末の外観例を簡略に示す斜視

図。

【図４】無言応答に用いる汎用文の例を示す図。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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